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法律的に，患者さんに何をどこまで説明すべきかどうかとい
うことについて，明確な基準はあるのですか？

ありません。

＜解説＞　
医師の説明義務の内容・範囲について，法律には明確な規定はありま

せん。
裁判所の考えも，どうもはっきりしませんので，筆者なりに整理して

みます。
臨床的には，手術前の説明が重要であり，法律実務上も問題となった

のはほとんどが手術説明に関するものですので，手術を念頭において解
説します。もっとも，内科的な診療科目についても，きっと参考になる
はずです。

説明すべき事項

乳がん手術に関する最高裁判所の平成13年11月27日判決（判例タイム
ズ（以下「判タ」）1079号198頁）は，説明すべき事項として，次のとお
り，判示しています。

医師は，患者の疾患の治療のために手術を実施するに当たっては，診
療契約に基づき，特別の事情のない限り，患者に対し，当該疾患の診断

（病名と病状），実施予定の手術の内容，手術に付随する危険性，他に選

1 説明

Ａ

Ｑ
説明義務
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裁判所から訴状とともに呼出状が来ました。そこに，いつい
つまでに答弁書を提出せよと記載されていますが，打ち合わ
せの日程が入らず，間に合いません。どうしたらよいです
か？

訴訟代理人弁護士に，原告の訴えを認めない旨だけを記載した答
弁書を提出してもらうことで大丈夫です。

＜解説＞
呼出状が来てから第１回期日はたいてい１か月以内に指定され，答弁

書の提出期限はさらにその１週間前とされることが多いので，答弁の準
備が間に合いません。

そこで，原告の請求を棄却し，訴訟費用は原告の負担とする判決を求
めること，詳しい認否・反論は追って準備書面にて行うことを記載した，
いわゆる形式答弁の書面だけを提出しておきます。

仮にこの答弁書を提出しておかないと，万一，代理人弁護士が訴訟当
日に欠席してしまうと，いわゆる欠席判決で敗訴してしまうおそれがあ
るので重要です。

訴状の請求原因に対する認否・反論の書面は，カルテの翻訳と診療経
過一覧表が完成しないと実際には難しいことから，第１回期日には，上
記の形式的な答弁書を提出するにとどまり，第１回口頭弁論期日は，カ
ルテ・診療経過一覧表・準備書面の提出期限と，次回期日を決めるため
の手続になっているのが常態ですが，仕方ないことです。

第１回期日で，訴状について聞きたい点など確認してから，実質的な
答弁に取り掛かるという意味もあります。

Ａ

Ｑ
答弁書の提出
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